
 

 

 

令和４年度 労働環境モニタリング実施結果について 

 

１ 目的 

 指定管理者導入施設（以下「指定管理施設」という。）における利用者の安全・安心

の確保をはじめ、区民（利用者）サービス維持・向上の観点から、指定管理施設職員の

労働環境について確認し、安定的に区民サービスを提供するための環境が整っているこ

とを確認するとともに、必要に応じて指定管理者に指導・助言することにより、より良

い区民サービスを提供できる労働環境を整備することを目的に、労働環境モニタリング

を実施した。 

 

２ 対象施設 

 施設名 指定管理者名 

１ 三田地区駐車場 株式会社日進産業 

 

３ 実施期間 

  令和４年６月から令和４年８月 

 

４ 調査の視点 

（１）雇用契約と協定等 

雇用契約、就業規則等は適正な内容になっているか。 

３６協定をはじめ、労使協定は適正か。 

（２）労働時間 

時間管理の手法や残業時間の集計方法は適正か。 

休暇、休日も取得状況や管理は適正か。 

（３）給与計算 

賃金控除協定は締結されているか。 

賃金台帳等から適正な計算、支払が行われているか。 

（４）各種保険手続き 

労働保険、社会保険等の加入状況。 

手続きの時期は適正か。 

（５）法定帳簿等の整備 

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書等が整備されているか。 

（６）安全衛生関係 

健康診断の実施、産業医の選任、業務災害への対策の状況は適正か。 

（７）その他必要な事項 

 



５ 調査方法等 

  上記４の視点に基づき、下記の調査を行い、改善の指示・確認を行った。 

 （１）書類審査 

   ア 就業規則、賃金規定等の規定類の整備状況、内容の審査 

   イ 規定類が実態として機能し、労働者の労働条件が確保されているかを確認する

ための帳簿書類等の審査 

 （２）現地調査・職員ヒアリング 

   職場環境の整備状況の確認、指定管理施設責任者及び複数の従業員へのヒアリング

を行った。 

 （３）改善の指示、確認 

調査結果の内容を踏まえ、指定管理者へ改善の指示を行い、改善の確認を行った。 

 

６ 主な指摘事項及び改善内容の概要 

  労働環境モニタリングを実施した結果、主な指摘事項は以下のとおりである。 

主な指摘事項 改善内容 

【法定３帳簿の整備】 

①賃金台帳に深夜労働時間の記載がない。 

②賃金台帳の深夜手当がその他支給として記

載されている。 

③出勤、退社時刻の記録が客観的な方法でな 

 されていない。 

 

①②指摘事項については早急に整備を進め、 

  対応します。 

 

③指摘事項については早急に整備し、タ 

 イムレコーダーを設置します。 

【労働時間】 

①休憩時間が適正に取得できていない懸念が

ある。 

 

①指摘事項については早急に整備を進め、対

応します。 

 

７ 労働環境モニタリング結果に基づく総合評価 

指定管理者で勤務する従業員について、労働者の人たるに値する生活に重大な危険は

なかった。 

  また、従業員も労働条件、職場環境に対する重大な不安や不満はなく、良い労使関係・

労働環境が築かれている。 

  ただし、労働管理の一部に不備があったため、改善を指示し、確認を行った。 

以    上 


